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１. 業務名 

田辺市子育てガイドブック（令和９年度発行分） 協働発行業務 

２. 業務の概要 

(1) 目的 

市民サービスの向上、地域経済の活性化を目的として、市の妊娠から子育て期に必要な情報

をまとめ、企業等の広告（以下、「広告」という。）を加えた市民向け情報誌「田辺市子育てガ

イドブック」（以下、「子育てガイド」という。）を、田辺市（以下「市」という。）と民間事業

者等（以下「事業者」という。）が協働で発行する。 

(2) 発行時期 

令和９年 4 月（予定） 

(3) 履行期間 

協定締結日から令和 12 年３月 31 日まで 

(4) 発行部数 

2,000 部（窓口配布 2,000 部） 

(5) 規格等 

ア サイズ A５版 48 ページ程度 

イ 刷り色 カラー刷り 

ウ 製本 無線綴じ 

(6) 主な内容  

ア 行政情報（市役所の窓口・手続き、公共施設案内ほか） 

イ 地域情報（市の医療機関ほか） 

ウ 企業等の広告 

(7) その他 

ア 文字・写真・イラストの大きさ、配列及び配色については、子育て世帯に見やすいものと

すること。 

３. 広告の掲載 

(1) 全紙面に対する広告の割合は概ね 30％以下とする。 

(2) 田辺市有料広告掲載要綱の規定を遵守すること。 

(3) 関係法令等を事業者の責任において確認し遵守すること。 
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(4) 掲載の広告内容及び広告主については、市が審査するものとする。 

４. 役割分担及び製作方法 

(1) 市は事業者に子育てガイドの製作に必要な行政情報の原稿及び資料を提供する。 

(2) 事業者は、子育てガイドの製作に必要な地域情報及びその他の情報の収集を行い、子育てガ

イドの企画、編集、印刷、製本及び納品を行う。 

(3) 事業者は、子育てガイドの企画、編集にあたっては、市と十分に打合せ、協議し進めるこ

と。また、校正は２回以上行うこと。 

(4) 市が提供する全ての著作物の著作権（著作権法第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含

む）は、市に帰属する。 

(5) 製作にかかる写真撮影、地図、図版提供などに関しては、権利関係（使用権、肖像権等一

切）について許諾を得ること。 

(6) 事業者は、子育てガイドに広告を掲載できるものとし、広告主の募集・広告の作成は事業者

が行い、その収入は、事業者に帰属する。なお、広告の募集について、市は本事業の広報、

広告募集の間接的な周知のみを行い、広告主への同行訪問等は行わないものとする。 

(7) 事業者は、子育てガイドの発行前に、印刷原稿を市に提出し、あらかじめ市の承認を得なけ

ればならない。 

(8)  市は、事業者から印刷原稿の提出を受けた場合は、その内容を審査し、必要な場合は事業

者に印刷原稿の修正を指示できるものとする。 

５. 経費の負担 

子育てガイドの企画、編集、印刷、製本、その他提案及び納品等に係る経費は、事業者が全額負

担するものとし、市は一切の費用を負担しないものとする。 

６. 納品方法 

(1) 事業者は、発行した子育てガイドを市の指定する場所に納入する。 

(2) 納品時に、その全ページ分の Illustrator データ（.ai）または InDesign データや画像データ

などの印刷用データ一式及び PDF データ（広告を除いたもの）を、CD-R 等磁気記録媒体

で納入すること。 

７. お問い合わせ対応 
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サポート窓口が設置され、操作等に関する問い合わせに対応できる体制があること。 

(1) 原則として平日（祝日・土日を除く）の午前 8 時 30 分から午後５時 15 分までとする。 

(2) 問合せの手段は、電話・メールとする。ただし緊急性の高いものについては電話を利用するこ

と。 

８. 検収 

事業者は、業務完了後速やかに業務完了報告を行うこと。 

本市は納入日から 10 営業日以内に納品物の検査を行う。事業者は、不備があれば速やかに修正

し、再度納入すること。本市は再納入物について速やかに検査を行う。 

９. その他留意事項 

(1) 守秘義務 

本市が個人情報・秘密と指定した事項、及び業務の履行に際し知り得た秘密を第三者に漏ら

してはならない。また、協定終了後も同様とする。 

(2) 著作権 

作成される成果物の著作権等の取り扱いは、次に定めるところによる。 

ア 本業務により作成された業務の成果物の所有権、著作権及びその他の権利は、本市に帰属

する。ただし、事業者が従前から保有する知的財産権（プログラム、テンプレート、ノウ

ハウ等）が成果物に含まれる場合、その権利は事業者に留保されるものとする。 

イ 本市は、当該成果物を庁内利用、公開、複製、編集、翻案等の必要な範囲で自由に利用で

きるものとする。 

ウ 事業者は、本市に対し著作者人格権を行使しない。 

(3) 協議 

本仕様書に定めのないことは双方が協議し、決定することとする。 

 

 

 

 

 


